
令和８年度高岡市脱炭素先行地域構築支援業務委託仕様書 

 

１ 業務名称 

令和８年度高岡市脱炭素先行地域構築支援業務委託(以下、「本事業」という。) 

 

２ 業務目的 

本業務は、脱炭素先行地域に選定された「中心市街地の脱炭素×資源循環で実現する環境

と経済の両立「脱炭素未来都市高岡の挑戦」」の実施にあたり、本市に対し計画的かつ必要

な支援を行うことを目的とする。 

高岡市の脱炭素先行地域計画提案書については、下記を参照すること。 

環境省ホームページ：https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/assets/preceding-

region/4th-teiansyo-05.pdf 

 

３ 業務期間 

契約締結日から令和９年３月31日まで 

 

４ 履行場所 

高岡市内 

 

５ 業務内容 

受託者は、業務目的を踏まえ、本市やその他関係業務の受託者、関係省庁、関係事業者等

と緊密に連携を図り、以下について、適正な業務の履行を行うこととする。 

（１）全体進捗管理支援 

  本業務は進捗遅延等を事前に防ぐことを目的に、以下を実施する。 

① 業務開始時点において、令和８年度における取組全体スケジュールを作成すること。

作成にあたっては、令和６年度及び令和７年度の取組状況等を十分に踏まえること。 

② 本市の脱炭素先行地域計画提案書に記載しているＫＰＩの実現に向けたマイルストー

ンを設定して、令和８年度における取組全体スケジュールに落とし込むこと。 

③ 取組全体スケジュールをもとに、関係事業者に対してヒアリングを年３回程度実施し、

進捗状況をフォローすること。 

④ 委託者との定例会議を月１回程度実施し、取組の進捗状況の把握、課題の整理、必要

な解決策の提案を実施すること。 

（２）高岡市カーボンニュートラル推進協議会の運営支援 

本市の脱炭素先行地域計画の共同提案者である高岡市カーボンニュートラル推進協議会

（以下「協議会」という。）の運営について、以下を実施する。 

① 本市との意見交換会（令和８年度は３回程度を実施予定）について、内容等に係る企

画検討、会議資料の作成、協議会会員事業者等への連絡・調整、資料の集約・配布、

当日の運営等に対する支援を実施すること。また、議事録の作成、オンラインで行う

場合には会議の設定・運用等を行うこと。 

② 協議会会員事業者等のリストを作成するとともに、必要に応じて更新すること。 



（３）交付金事業支援 

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（以下「交付金」という。）を活用した補助事業の

執行支援のため、協議会会員事業者等若しくは本市及び協議会が指定する関係事業者等と

協力して、太陽光発電設備普及を始めとした補助事業や再生可能エネルギー由来等電力メ

ニュー普及啓発に関する説明会等の企画検討、説明資料の作成、開催・運営支援を実施す

ること。 

また、本業務を実施するうえで、必要な知識及び手法、資料、他自治体事例等について、

本市からの求めの有無に関わらず、本市へ教示すること。 

（４）普及啓発事業 

脱炭素先行地域の成果・進捗や脱炭素及び資源循環を市民や事業者に周知啓発するため、

協議会会員事業者と連携した啓発イベント等を開催し、その会場は、委託者と協議の上、

受託者が確保し、その費用についても受託者にて負担する。啓発内容、開催回数、参加人

数については提案とするが、その実施に当たっては委託者と協議の上、決定する。また、

参加者の募集、募集用の周知資料作成、参加者の事前登録受付、当日の受付、会場の設営、

進行等の運営全般について、受託者が実施する。 

（５）対応窓口業務 

協議会会員事業者等及び市民等からの問い合わせ等に対応できるよう、委託者の指示す

る期間の平日９時から17時の間、専用の電話番号・メールアドレス等を設けた窓口体制を

構築する。 

（６）国への提出資料作成支援 

交付金に関する各種申請に必要な書類の作成支援とともに、交付金の運用にあたり、国

からの中間評価やフォローアップ調査、進捗状況調査等に対する回答書類の作成支援を実

施する。 

（７）全体報告書の作成 

（１）から（６）で実施した業務内容を業務実施報告書としてとりまとめる。 

 

６ 再委託について 

受託者は、業務の一部を第三者に再委託することができる。その場合には、再委託先ごと

の業務内容、再委託先の概要及びその体制と責任者等を明記の上、事前に書面で本市の承諾

を得なければならない。 

 

７ 業務体制 

本業務の履行にあたり、担当者を３名以上配置すること。 

うち１名は、業務を総括管理する責任者とすること。 

 

８ 成果物の提出 

（１）業務実施報告書 

形式：紙媒体（Ａ４カラー製本・10部） 

（２）打合せ記録 一式 

形式：紙媒体（Ａ４カラー製本・１部） 



（３）上記電子データ   一式（ウィルスチェック済みのCD-R（電磁的記録媒体)で提出） 

 

９ 留意事項及び遵守事項 

（１）本業務における打合せ協議は、事業着手時及び中間時、成果物納入時の計３回を基本

とするが、本業務の円滑な実施を図るため、連絡については随時に行うものとし、打合せ

協議や連絡に要する資料作成等の経費（交通費を含む）は委託費に含むものとする。 

（２）受託者は、本業務の実施にあたって、地方自治法その他の関係法令を遵守しなければ

ならない。 

（３）受託者は、本業務の実施にあたって個人情報を取り扱う場合には、高岡市個人情報の

保護に関する法律施行条例（令和４年条例第41号）及び関係法令等を遵守し、適切に保護

すること。 

（４）受託者は、本業務で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委託約期間終了後又は

契約解除後においても同様とする。 

（５）受託者は、本業務の円滑かつ適切な実施のために適正な人員と体制を整え、本業務の

各過程において、委託者と十分な協議を行うものとする。 

（６）委託者及び受託者は、業務委託に関する協議を必要に応じて行うものとする。 

（７）本業務で得られた成果物の著作権は、全て委託者に帰属するものとし、受託者は、委

託者の承認を得ずに複製、使用、利用又は貸与してはならない。 

（８）委託者は、本業務の実績を市民等に周知すること等を目的として、本業務で得られた

成果品を公表することができる。 

（９）委託者が経過報告を求めた場合は、受託者は、遅滞なくこれに応じるものとする。 

（10）業務委託契約の締結及び履行に関して必要な費用は、特段の定めのない限り全て受託

者の負担とする。 

（11）本業務の実施に際し、許認可等が必要な場合の申請等の手続は、原則として委託者が

行う。 

（12）本仕様書の内容に疑義が生じたとき又は定めのない事項については、必要に応じて双

方協議によりこれを定めるものとする。 


